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１．新設統合（どちらの学校も閉校し新しく学校を設置する）
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重春小学校 芳田小学校

（仮称）西脇南中校区統合小学校

【開校準備委員会の役割】
１．統合方法の合意
２．校名・校歌・校章の検討
３．通学方法・通学路の検討
４．体操服・シューズ等の学
用品の検討
５．ＰＴＡ規約・組織等の検
討
６．交流事業の検討
７．閉校式・閉校行事・開校
式等の検討
８．卒業記念制作等の取扱い

など

※新設の場合でも校名等を、旧校名のままとする場合もある
例）1町1校となるような校名公募で旧校名と同じ校名案を可とする場合等

場所は、
現・重春小学校

の校地



２．校区再編（吸収統合）芳田小を重春小へ統合する
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校区の再編

芳田小学校 重春小学校

芳田小校区 重春小校区

重春小校区

＋

【開校準備委員会の役割】
１．統合方法の合意
２．通学方法・通学路の検討
３．交流事業の検討
４．閉校式・閉校行事・開校
式等の検討
５．卒業記念制作等の取扱い

など校区 校区

校区
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視点（例） 新設統合 校区再編（吸収統合）

校名・校歌等

原則変更
（制度的には、校名を変えない選択
肢もありうる）

変わらない。

校史・沿革等

両校とも一旦閉校となる。 重小の校史が継続される（芳田小
の校史等の継承方法について検討
が必要）。

子ども・保護者へ
の影響等(統合による影

響のうち、統合方法が大き
く関係するもの)

校名等の変更で、両校の児童や保護
者にも一定の影響や負担がある一方、
両校の児童ともに、新しく学校生活
をスタートできる。

芳田小の児童・保護者への影響が
比較的大きくなる（負担軽減に向
けた対象が限定的）。

その他（検討の負担）

検討項目が数多くあり、検討や手続
きに一定の負担が生ずる。

検討や手続きにかかる負担が限定
的である。

３．統合方法による違いについて

➡他市町の事例では、児童数の大小、学校位置の変更、学校制度の変更（義務教育学校になる
等）などの状況に応じて、統合方法を選択しています（別紙参照）。どちらの方法であっても、
児童の通学安全・心のケア・交流の段階的推進（合同学習・クラブなど）は、同等に検討しま
す。



静修小 日高小
直線2.3km
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参考 統合事例

②豊岡市 校区再編事例
日高小と静修小の統合
【参考：令和元年児童数】

日高小 461人
静修小 51人

令和５年４月１日統合
活用施設：日高小学校
学 校 名：日高小学校

①加西市 新設統合事例
【参考：令和７年児童数】

西在田小 61人
泉小 135人
日吉小 80人
宇仁小 48人

令和８年統合予定
活用施設：泉小学校
学 校 名：泉小学校

※新設統合だが、校名変更なし（校名公募、アンケート等実施）


